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○法人の代表者又は業務執行者の被保険者資格について 

(昭和二四年七月二八日) 

(保発第七四号) 

(各都道府県知事・各健康保険組合理事長あて厚生省保険局長通知) 

法人の理事、監事、取締役、代表社員及び無限責任社員等法人の代表者

又は業務執行者であって、他面その法人の業務の一部を担任している者は、

その限度において使用関係にある者として、健康保険及び厚生年金保険の

被保険者として取扱って来たのであるが、今後これら法人の代表者又は業

務執行者であっても、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、

法人に使用される者として被保険者の資格を取得させるよう致されたい。 

なお、法人に非ざる社団又は組合の総裁、会長及び組合及び組合長等そ

の団体の理事者の地位にある者、又は地方公共団体の業務執行者について

も同様な取扱と致されたい。 

 


